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平成 年 月平成 年 月平成 年 月平成 年 月総合科学技術会議について総合科学技術会議について総合科学技術会議について総合科学技術会議について 13 11

（１）設立（１）設立（１）設立（１）設立
総合科学技術会議は、内閣総理大臣及び内閣を補佐する「知恵の場」総合科学技術会議は、内閣総理大臣及び内閣を補佐する「知恵の場」総合科学技術会議は、内閣総理大臣及び内閣を補佐する「知恵の場」総合科学技術会議は、内閣総理大臣及び内閣を補佐する「知恵の場」

として、我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、として、我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、として、我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、として、我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、
総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び総合調整を行うことを目総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び総合調整を行うことを目総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び総合調整を行うことを目総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び総合調整を行うことを目
的とし、平成１３年１月、内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）に的とし、平成１３年１月、内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）に的とし、平成１３年１月、内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）に的とし、平成１３年１月、内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）に
基づき 「重要政策に関する会議」の一つとして内閣府に設置された。基づき 「重要政策に関する会議」の一つとして内閣府に設置された。基づき 「重要政策に関する会議」の一つとして内閣府に設置された。基づき 「重要政策に関する会議」の一つとして内閣府に設置された。、、、、

（２）任務（２）任務（２）任務（２）任務

① 内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。① 内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。① 内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。① 内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
ア．科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策ア．科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策ア．科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策ア．科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策

イ．科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科イ．科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科イ．科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科イ．科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科
学技術の振興に関する重要事項学技術の振興に関する重要事項学技術の振興に関する重要事項学技術の振興に関する重要事項

② 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開② 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開② 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開② 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開
発の評価を行う。発の評価を行う。発の評価を行う。発の評価を行う。

③ ①のア．及びイ．に関し、必要な場合には、諮問を待たず内閣総理③ ①のア．及びイ．に関し、必要な場合には、諮問を待たず内閣総理③ ①のア．及びイ．に関し、必要な場合には、諮問を待たず内閣総理③ ①のア．及びイ．に関し、必要な場合には、諮問を待たず内閣総理
大臣等に対し意見を述べる。大臣等に対し意見を述べる。大臣等に対し意見を述べる。大臣等に対し意見を述べる。

（３）特徴（３）特徴（３）特徴（３）特徴

① 戦略性・適時性① 戦略性・適時性① 戦略性・適時性① 戦略性・適時性
国家的・社会的課題に適時適切に対応するための科学技術に関する国家的・社会的課題に適時適切に対応するための科学技術に関する国家的・社会的課題に適時適切に対応するための科学技術に関する国家的・社会的課題に適時適切に対応するための科学技術に関する

総合戦略を立案総合戦略を立案総合戦略を立案総合戦略を立案

② 総合性② 総合性② 総合性② 総合性
人文・社会科学も含み、倫理問題等の社会や人間との関係を重視人文・社会科学も含み、倫理問題等の社会や人間との関係を重視人文・社会科学も含み、倫理問題等の社会や人間との関係を重視人文・社会科学も含み、倫理問題等の社会や人間との関係を重視

③ 自発性③ 自発性③ 自発性③ 自発性
内閣総理大臣等の諮問に応じ答申するのみならず、自ら意見具申で内閣総理大臣等の諮問に応じ答申するのみならず、自ら意見具申で内閣総理大臣等の諮問に応じ答申するのみならず、自ら意見具申で内閣総理大臣等の諮問に応じ答申するのみならず、自ら意見具申で

きる。きる。きる。きる。
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（４）議長と議員（４）議長と議員（４）議長と議員（４）議長と議員
内閣総理大臣が総合科学技術会議の議長を務め、関係閣僚や有識者の内閣総理大臣が総合科学技術会議の議長を務め、関係閣僚や有識者の内閣総理大臣が総合科学技術会議の議長を務め、関係閣僚や有識者の内閣総理大臣が総合科学技術会議の議長を務め、関係閣僚や有識者の
人が議員となっている。人が議員となっている。人が議員となっている。人が議員となっている。14

議長 小泉純一郎 内閣総理大臣議長 小泉純一郎 内閣総理大臣議長 小泉純一郎 内閣総理大臣議長 小泉純一郎 内閣総理大臣
議員 福田 康夫 内閣官房長官議員 福田 康夫 内閣官房長官議員 福田 康夫 内閣官房長官議員 福田 康夫 内閣官房長官
同 尾身 幸次 科学技術政策担当大臣同 尾身 幸次 科学技術政策担当大臣同 尾身 幸次 科学技術政策担当大臣同 尾身 幸次 科学技術政策担当大臣
同 片山虎之助 総務大臣同 片山虎之助 総務大臣同 片山虎之助 総務大臣同 片山虎之助 総務大臣
同 塩川正十郎 財務大臣同 塩川正十郎 財務大臣同 塩川正十郎 財務大臣同 塩川正十郎 財務大臣
同 遠山 敦子 文部科学大臣同 遠山 敦子 文部科学大臣同 遠山 敦子 文部科学大臣同 遠山 敦子 文部科学大臣
同 平沼 赳夫 経済産業大臣同 平沼 赳夫 経済産業大臣同 平沼 赳夫 経済産業大臣同 平沼 赳夫 経済産業大臣
同 吉川 弘之 日本学術会議会長同 吉川 弘之 日本学術会議会長同 吉川 弘之 日本学術会議会長同 吉川 弘之 日本学術会議会長
同 石井 紫郎 東京大学名誉教授同 石井 紫郎 東京大学名誉教授同 石井 紫郎 東京大学名誉教授同 石井 紫郎 東京大学名誉教授
同 井村 裕夫 京都大学名誉教授同 井村 裕夫 京都大学名誉教授同 井村 裕夫 京都大学名誉教授同 井村 裕夫 京都大学名誉教授
同 黒田 玲子 東京大学教授同 黒田 玲子 東京大学教授同 黒田 玲子 東京大学教授同 黒田 玲子 東京大学教授
同 桑原 洋 株式会社日立製作所取締役（非常勤）同 桑原 洋 株式会社日立製作所取締役（非常勤）同 桑原 洋 株式会社日立製作所取締役（非常勤）同 桑原 洋 株式会社日立製作所取締役（非常勤）
同 志村 尚子 津田塾大学学長同 志村 尚子 津田塾大学学長同 志村 尚子 津田塾大学学長同 志村 尚子 津田塾大学学長
同 白川 英樹 筑波大学名誉教授同 白川 英樹 筑波大学名誉教授同 白川 英樹 筑波大学名誉教授同 白川 英樹 筑波大学名誉教授
同 前田勝之助 東レ株式会社代表取締役会長同 前田勝之助 東レ株式会社代表取締役会長同 前田勝之助 東レ株式会社代表取締役会長同 前田勝之助 東レ株式会社代表取締役会長

なお、議長は必要があると認めるときには、上記に掲げる議員であるなお、議長は必要があると認めるときには、上記に掲げる議員であるなお、議長は必要があると認めるときには、上記に掲げる議員であるなお、議長は必要があると認めるときには、上記に掲げる議員である
国務大臣以外の国務大臣を議案を限って議員として参加させることがで国務大臣以外の国務大臣を議案を限って議員として参加させることがで国務大臣以外の国務大臣を議案を限って議員として参加させることがで国務大臣以外の国務大臣を議案を限って議員として参加させることがで
きる。過去には、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大きる。過去には、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大きる。過去には、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大きる。過去には、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大
臣、防災担当大臣、経済財政政策担当大臣が会議に参加している。臣、防災担当大臣、経済財政政策担当大臣が会議に参加している。臣、防災担当大臣、経済財政政策担当大臣が会議に参加している。臣、防災担当大臣、経済財政政策担当大臣が会議に参加している。

（５）事務局（５）事務局（５）事務局（５）事務局
内閣府政策統括官（科学技術政策担当）は、産官学から幅広く登用さ内閣府政策統括官（科学技術政策担当）は、産官学から幅広く登用さ内閣府政策統括官（科学技術政策担当）は、産官学から幅広く登用さ内閣府政策統括官（科学技術政策担当）は、産官学から幅広く登用さ

れた 名規模の職員とともに、総合科学技術会議の事務局機能を果たれた 名規模の職員とともに、総合科学技術会議の事務局機能を果たれた 名規模の職員とともに、総合科学技術会議の事務局機能を果たれた 名規模の職員とともに、総合科学技術会議の事務局機能を果た100
す。す。す。す。
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（６）本会議の開催状況（６）本会議の開催状況（６）本会議の開催状況（６）本会議の開催状況

総合科学技術会議本会議は、月一回、開催されている。総合科学技術会議本会議は、月一回、開催されている。総合科学技術会議本会議は、月一回、開催されている。総合科学技術会議本会議は、月一回、開催されている。

平成１３年１月１８日（木） 第１回総合科学技術会議平成１３年１月１８日（木） 第１回総合科学技術会議平成１３年１月１８日（木） 第１回総合科学技術会議平成１３年１月１８日（木） 第１回総合科学技術会議
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．総合科学技術会議運営規則についてア．総合科学技術会議運営規則についてア．総合科学技術会議運営規則についてア．総合科学技術会議運営規則について
イ．諮問第１号「科学技術に関する総合戦略について」についてイ．諮問第１号「科学技術に関する総合戦略について」についてイ．諮問第１号「科学技術に関する総合戦略について」についてイ．諮問第１号「科学技術に関する総合戦略について」について
ウ．総合科学技術会議の今後の審議方針についてウ．総合科学技術会議の今後の審議方針についてウ．総合科学技術会議の今後の審議方針についてウ．総合科学技術会議の今後の審議方針について
エ．専門委員及び専門調査会の設置についてエ．専門委員及び専門調査会の設置についてエ．専門委員及び専門調査会の設置についてエ．専門委員及び専門調査会の設置について

平成１３年２月１５日（木） 第２回総合科学技術会議平成１３年２月１５日（木） 第２回総合科学技術会議平成１３年２月１５日（木） 第２回総合科学技術会議平成１３年２月１５日（木） 第２回総合科学技術会議
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．総合科学技術会議運営規則の一部改正についてア．総合科学技術会議運営規則の一部改正についてア．総合科学技術会議運営規則の一部改正についてア．総合科学技術会議運営規則の一部改正について
イ．諮問第１号「科学技術に関する総合戦略について」についてイ．諮問第１号「科学技術に関する総合戦略について」についてイ．諮問第１号「科学技術に関する総合戦略について」についてイ．諮問第１号「科学技術に関する総合戦略について」について
ウ．最近の科学技術の動向についてウ．最近の科学技術の動向についてウ．最近の科学技術の動向についてウ．最近の科学技術の動向について

平成１３年３月２２日（木） 第３回総合科学技術会議平成１３年３月２２日（木） 第３回総合科学技術会議平成１３年３月２２日（木） 第３回総合科学技術会議平成１３年３月２２日（木） 第３回総合科学技術会議
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．諮問第１号ア．諮問第１号ア．諮問第１号ア．諮問第１号
「科学技術に関する総合戦略について」に対する答申について「科学技術に関する総合戦略について」に対する答申について「科学技術に関する総合戦略について」に対する答申について「科学技術に関する総合戦略について」に対する答申について

イ．諮問第２号「国の研究開発評価に関する大綱的指針について」イ．諮問第２号「国の研究開発評価に関する大綱的指針について」イ．諮問第２号「国の研究開発評価に関する大綱的指針について」イ．諮問第２号「国の研究開発評価に関する大綱的指針について」
ウ．科学技術振興調整費の活用に関する基本方針及び平成１３年度ウ．科学技術振興調整費の活用に関する基本方針及び平成１３年度ウ．科学技術振興調整費の活用に関する基本方針及び平成１３年度ウ．科学技術振興調整費の活用に関する基本方針及び平成１３年度

の科学技術振興調整費の配分の基本的考え方についての科学技術振興調整費の配分の基本的考え方についての科学技術振興調整費の配分の基本的考え方についての科学技術振興調整費の配分の基本的考え方について
エ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向について

平成１３年３月２７日（火） 第４回総合科学技術会議（持ち回り）平成１３年３月２７日（火） 第４回総合科学技術会議（持ち回り）平成１３年３月２７日（火） 第４回総合科学技術会議（持ち回り）平成１３年３月２７日（火） 第４回総合科学技術会議（持ち回り）
＜議事＞ 「科学技術基本計画 （案）について＜議事＞ 「科学技術基本計画 （案）について＜議事＞ 「科学技術基本計画 （案）について＜議事＞ 「科学技術基本計画 （案）について」」」」

平成１３年４月１９日（木） 第５回総合科学技術会議平成１３年４月１９日（木） 第５回総合科学技術会議平成１３年４月１９日（木） 第５回総合科学技術会議平成１３年４月１９日（木） 第５回総合科学技術会議
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．平成１４年度資源配分の方針に関する今後の進め方についてア．平成１４年度資源配分の方針に関する今後の進め方についてア．平成１４年度資源配分の方針に関する今後の進め方についてア．平成１４年度資源配分の方針に関する今後の進め方について
イ．専門調査会の活動についてイ．専門調査会の活動についてイ．専門調査会の活動についてイ．専門調査会の活動について
ウ．諮問第３号ウ．諮問第３号ウ．諮問第３号ウ．諮問第３号
「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針について」「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針について」「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針について」「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針について」

エ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向について
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平成１３年５月２４日（木） 第６回総合科学技術会議平成１３年５月２４日（木） 第６回総合科学技術会議平成１３年５月２４日（木） 第６回総合科学技術会議平成１３年５月２４日（木） 第６回総合科学技術会議
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．専門調査会の検討状況についてア．専門調査会の検討状況についてア．専門調査会の検討状況についてア．専門調査会の検討状況について
イ．平成１４年度予算に向けた当面の政策課題についてイ．平成１４年度予算に向けた当面の政策課題についてイ．平成１４年度予算に向けた当面の政策課題についてイ．平成１４年度予算に向けた当面の政策課題について
ウ．最近の科学技術の動向についてウ．最近の科学技術の動向についてウ．最近の科学技術の動向についてウ．最近の科学技術の動向について

平成１３年６月２６日（火） 第７回総合科学技術会議平成１３年６月２６日（火） 第７回総合科学技術会議平成１３年６月２６日（火） 第７回総合科学技術会議平成１３年６月２６日（火） 第７回総合科学技術会議
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．平成１４年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方ア．平成１４年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方ア．平成１４年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方ア．平成１４年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方

針について針について針について針について
イ．平成１３年度の科学技術振興調整費の配分方針についてイ．平成１３年度の科学技術振興調整費の配分方針についてイ．平成１３年度の科学技術振興調整費の配分方針についてイ．平成１３年度の科学技術振興調整費の配分方針について

平成１３年７月１１日（水） 第８回総合科学技術会議平成１３年７月１１日（水） 第８回総合科学技術会議平成１３年７月１１日（水） 第８回総合科学技術会議平成１３年７月１１日（水） 第８回総合科学技術会議
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．平成１４年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方ア．平成１４年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方ア．平成１４年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方ア．平成１４年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方

針について針について針について針について

平成１３年８月３０日（木） 第９回総合科学技術会議平成１３年８月３０日（木） 第９回総合科学技術会議平成１３年８月３０日（木） 第９回総合科学技術会議平成１３年８月３０日（木） 第９回総合科学技術会議
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．平成１４年度予算編成に向けた取組についてア．平成１４年度予算編成に向けた取組についてア．平成１４年度予算編成に向けた取組についてア．平成１４年度予算編成に向けた取組について
イ．ＩＴＥＲ（国際熱核融合実験炉）計画についてイ．ＩＴＥＲ（国際熱核融合実験炉）計画についてイ．ＩＴＥＲ（国際熱核融合実験炉）計画についてイ．ＩＴＥＲ（国際熱核融合実験炉）計画について
ウ．生命倫理についてウ．生命倫理についてウ．生命倫理についてウ．生命倫理について
・諮問第３号「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する・諮問第３号「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する・諮問第３号「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する・諮問第３号「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する

指針について」に対する答申について指針について」に対する答申について指針について」に対する答申について指針について」に対する答申について
・諮問第４号「特定胚の取扱いに関する指針について」・諮問第４号「特定胚の取扱いに関する指針について」・諮問第４号「特定胚の取扱いに関する指針について」・諮問第４号「特定胚の取扱いに関する指針について」
・クローン人間計画への対応について・クローン人間計画への対応について・クローン人間計画への対応について・クローン人間計画への対応について

エ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向について

平成１３年９月２１日（金） 第 回総合科学技術会議平成１３年９月２１日（金） 第 回総合科学技術会議平成１３年９月２１日（金） 第 回総合科学技術会議平成１３年９月２１日（金） 第 回総合科学技術会議10
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．ＩＴＥＲ計画についてア．ＩＴＥＲ計画についてア．ＩＴＥＲ計画についてア．ＩＴＥＲ計画について
イ．諮問第２号イ．諮問第２号イ．諮問第２号イ．諮問第２号
「国の研究開発評価に関する大綱的指針について」について「国の研究開発評価に関する大綱的指針について」について「国の研究開発評価に関する大綱的指針について」について「国の研究開発評価に関する大綱的指針について」について

ウ．科学技術振興調整費による緊急研究開発等の指定についてウ．科学技術振興調整費による緊急研究開発等の指定についてウ．科学技術振興調整費による緊急研究開発等の指定についてウ．科学技術振興調整費による緊急研究開発等の指定について
エ．科学技術予算の戦略的重点化についてエ．科学技術予算の戦略的重点化についてエ．科学技術予算の戦略的重点化についてエ．科学技術予算の戦略的重点化について
・平成１４年度「構造改革特別要求」等について・平成１４年度「構造改革特別要求」等について・平成１４年度「構造改革特別要求」等について・平成１４年度「構造改革特別要求」等について
・分野別推進戦略について・分野別推進戦略について・分野別推進戦略について・分野別推進戦略について
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平成１３年１０月３０日（火） 第 回総合科学技術会議平成１３年１０月３０日（火） 第 回総合科学技術会議平成１３年１０月３０日（火） 第 回総合科学技術会議平成１３年１０月３０日（火） 第 回総合科学技術会議11
＜議事＞＜議事＞＜議事＞＜議事＞
ア．平成 年度予算編成に向けた対応についてア．平成 年度予算編成に向けた対応についてア．平成 年度予算編成に向けた対応についてア．平成 年度予算編成に向けた対応について14
イ．産学官連携の推進についてイ．産学官連携の推進についてイ．産学官連携の推進についてイ．産学官連携の推進について
ウ．宇宙開発利用専門調査会についてウ．宇宙開発利用専門調査会についてウ．宇宙開発利用専門調査会についてウ．宇宙開発利用専門調査会について
エ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向についてエ．最近の科学技術の動向について

（７）月例科学技術報告（７）月例科学技術報告（７）月例科学技術報告（７）月例科学技術報告
毎月の総合科学技術会議本会議では、科学技術に関する最新情勢を内毎月の総合科学技術会議本会議では、科学技術に関する最新情勢を内毎月の総合科学技術会議本会議では、科学技術に関する最新情勢を内毎月の総合科学技術会議本会議では、科学技術に関する最新情勢を内

、 、、 、、 、、 、閣総理大臣に報告し 機動的かつ的確な科学技術政策運営に資するため閣総理大臣に報告し 機動的かつ的確な科学技術政策運営に資するため閣総理大臣に報告し 機動的かつ的確な科学技術政策運営に資するため閣総理大臣に報告し 機動的かつ的確な科学技術政策運営に資するため
「月例科学技術報告」が行われている。具体的には、世界的に注目を集「月例科学技術報告」が行われている。具体的には、世界的に注目を集「月例科学技術報告」が行われている。具体的には、世界的に注目を集「月例科学技術報告」が行われている。具体的には、世界的に注目を集
める研究トピックス、主要国の科学技術政策動向等を適時・的確に報告める研究トピックス、主要国の科学技術政策動向等を適時・的確に報告める研究トピックス、主要国の科学技術政策動向等を適時・的確に報告める研究トピックス、主要国の科学技術政策動向等を適時・的確に報告
することとしている。することとしている。することとしている。することとしている。

２月 ． 人クローン胚等の研究について２月 ． 人クローン胚等の研究について２月 ． 人クローン胚等の研究について２月 ． 人クローン胚等の研究について1
． イネゲノムの解読について． イネゲノムの解読について． イネゲノムの解読について． イネゲノムの解読について2
． ヒトゲノムの概要解読データ公表について． ヒトゲノムの概要解読データ公表について． ヒトゲノムの概要解読データ公表について． ヒトゲノムの概要解読データ公表について3

３月 ． 日本発の最近の研究開発成果３月 ． 日本発の最近の研究開発成果３月 ． 日本発の最近の研究開発成果３月 ． 日本発の最近の研究開発成果1
． ナノテクノロジーを中心とする． ナノテクノロジーを中心とする． ナノテクノロジーを中心とする． ナノテクノロジーを中心とする2
我が国及び諸外国の最近の動きと我が国の今後の対応我が国及び諸外国の最近の動きと我が国の今後の対応我が国及び諸外国の最近の動きと我が国の今後の対応我が国及び諸外国の最近の動きと我が国の今後の対応

４月 ． 主要国等の科学技術政策における重点課題４月 ． 主要国等の科学技術政策における重点課題４月 ． 主要国等の科学技術政策における重点課題４月 ． 主要国等の科学技術政策における重点課題1
． 国の試験研究機関の独立行政法人化について． 国の試験研究機関の独立行政法人化について． 国の試験研究機関の独立行政法人化について． 国の試験研究機関の独立行政法人化について2
． 口蹄疫について． 口蹄疫について． 口蹄疫について． 口蹄疫について3

５月 ． 情報通信分野の動向５月 ． 情報通信分野の動向５月 ． 情報通信分野の動向５月 ． 情報通信分野の動向1
． 人クローンに関する海外主要国の規制の最新動向． 人クローンに関する海外主要国の規制の最新動向． 人クローンに関する海外主要国の規制の最新動向． 人クローンに関する海外主要国の規制の最新動向2
． 邦人研究者起訴問題の状況等について． 邦人研究者起訴問題の状況等について． 邦人研究者起訴問題の状況等について． 邦人研究者起訴問題の状況等について3

８月 ． 科学と政策との関係（地球温暖化問題を例として）８月 ． 科学と政策との関係（地球温暖化問題を例として）８月 ． 科学と政策との関係（地球温暖化問題を例として）８月 ． 科学と政策との関係（地球温暖化問題を例として）1

月 ． 年ノーベル化学賞の受賞について月 ． 年ノーベル化学賞の受賞について月 ． 年ノーベル化学賞の受賞について月 ． 年ノーベル化学賞の受賞について10 1 2001
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（８）専門調査会（８）専門調査会（８）専門調査会（８）専門調査会
重要事項に関する専門的な知見を迅速に深めるため、総合科学技術会重要事項に関する専門的な知見を迅速に深めるため、総合科学技術会重要事項に関する専門的な知見を迅速に深めるため、総合科学技術会重要事項に関する専門的な知見を迅速に深めるため、総合科学技術会

議には、以下の専門調査会を設置されている。議には、以下の専門調査会を設置されている。議には、以下の専門調査会を設置されている。議には、以下の専門調査会を設置されている。

① 重点分野推進戦略専門調査会① 重点分野推進戦略専門調査会① 重点分野推進戦略専門調査会① 重点分野推進戦略専門調査会
科学技術に関して予算、人材その他の資源配分の重点化を着実に行科学技術に関して予算、人材その他の資源配分の重点化を着実に行科学技術に関して予算、人材その他の資源配分の重点化を着実に行科学技術に関して予算、人材その他の資源配分の重点化を着実に行

うため、重点分野の推進戦略に関する調査・検討を行う。うため、重点分野の推進戦略に関する調査・検討を行う。うため、重点分野の推進戦略に関する調査・検討を行う。うため、重点分野の推進戦略に関する調査・検討を行う。

② 評価専門調査会② 評価専門調査会② 評価専門調査会② 評価専門調査会
競争的な研究開発環境の実現と効果的・効率的な資源配分を行うた競争的な研究開発環境の実現と効果的・効率的な資源配分を行うた競争的な研究開発環境の実現と効果的・効率的な資源配分を行うた競争的な研究開発環境の実現と効果的・効率的な資源配分を行うた

め、評価のためのルールづくり、重要研究開発の評価等評価に関するめ、評価のためのルールづくり、重要研究開発の評価等評価に関するめ、評価のためのルールづくり、重要研究開発の評価等評価に関するめ、評価のためのルールづくり、重要研究開発の評価等評価に関する
調査・検討を行う。調査・検討を行う。調査・検討を行う。調査・検討を行う。

③ 科学技術システム改革専門調査会③ 科学技術システム改革専門調査会③ 科学技術システム改革専門調査会③ 科学技術システム改革専門調査会
世界最高水準の研究成果が創出され社会に還元される仕組みを早急世界最高水準の研究成果が創出され社会に還元される仕組みを早急世界最高水準の研究成果が創出され社会に還元される仕組みを早急世界最高水準の研究成果が創出され社会に還元される仕組みを早急

に作り上げるため、研究開発システム改革、産業技術力の強化と産学に作り上げるため、研究開発システム改革、産業技術力の強化と産学に作り上げるため、研究開発システム改革、産業技術力の強化と産学に作り上げるため、研究開発システム改革、産業技術力の強化と産学
官連携の仕組みの改革等科学技術システム改革に関する調査・検討を官連携の仕組みの改革等科学技術システム改革に関する調査・検討を官連携の仕組みの改革等科学技術システム改革に関する調査・検討を官連携の仕組みの改革等科学技術システム改革に関する調査・検討を
行う。行う。行う。行う。

④ 生命倫理専門調査会④ 生命倫理専門調査会④ 生命倫理専門調査会④ 生命倫理専門調査会
生命科学の急速な発展に対応するため、ヒトに関するクローン技術生命科学の急速な発展に対応するため、ヒトに関するクローン技術生命科学の急速な発展に対応するため、ヒトに関するクローン技術生命科学の急速な発展に対応するため、ヒトに関するクローン技術

等の規制に関する法律第４条第３項に基づく特定胚の取扱いに関する等の規制に関する法律第４条第３項に基づく特定胚の取扱いに関する等の規制に関する法律第４条第３項に基づく特定胚の取扱いに関する等の規制に関する法律第４条第３項に基づく特定胚の取扱いに関する
指針の策定等生命倫理に関する調査・検討を行う。指針の策定等生命倫理に関する調査・検討を行う。指針の策定等生命倫理に関する調査・検討を行う。指針の策定等生命倫理に関する調査・検討を行う。

⑤ 日本学術会議の在り方に関する専門調査会⑤ 日本学術会議の在り方に関する専門調査会⑤ 日本学術会議の在り方に関する専門調査会⑤ 日本学術会議の在り方に関する専門調査会
中央省庁等改革基本法第１７条第９号に基づき、日本学術会議の在中央省庁等改革基本法第１７条第９号に基づき、日本学術会議の在中央省庁等改革基本法第１７条第９号に基づき、日本学術会議の在中央省庁等改革基本法第１７条第９号に基づき、日本学術会議の在

り方等に関する調査・検討を行う。り方等に関する調査・検討を行う。り方等に関する調査・検討を行う。り方等に関する調査・検討を行う。

⑥ 宇宙開発利用専門調査会⑥ 宇宙開発利用専門調査会⑥ 宇宙開発利用専門調査会⑥ 宇宙開発利用専門調査会
我が国宇宙産業の国際競争力の強化を図るとともに、宇宙の利用を我が国宇宙産業の国際競争力の強化を図るとともに、宇宙の利用を我が国宇宙産業の国際競争力の強化を図るとともに、宇宙の利用を我が国宇宙産業の国際競争力の強化を図るとともに、宇宙の利用を

通じて国民生活の質の向上等に資するため、今後の宇宙開発利用に対通じて国民生活の質の向上等に資するため、今後の宇宙開発利用に対通じて国民生活の質の向上等に資するため、今後の宇宙開発利用に対通じて国民生活の質の向上等に資するため、今後の宇宙開発利用に対
する取り組みの基本等について調査・検討を行う。する取り組みの基本等について調査・検討を行う。する取り組みの基本等について調査・検討を行う。する取り組みの基本等について調査・検討を行う。



（
参
照
条
文
）

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
（
抄
）

）

第
三
目

総
合
科
学
技
術
会
議

（
所
掌
事
務
等
）

第
二
十
六
条

総
合
科
学
技
術
会
議
（
以
下
こ
の
目
に
お
い
て
「
会
議
」
と
い
う

）
は
、
次
に
掲
げ
る

。

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
科
学
技
術
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
を
図
る
た
め
の
基
本

的
な
政
策
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
科
学
技
術
に
関
す
る
予
算
、
人
材
そ
の
他
の

科
学
技
術
の
振
興
に
必
要
な
資
源
の
配
分
の
方
針
そ
の
他
科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
に

つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

三

科
学
技
術
に
関
す
る
大
規
模
な
研
究
開
発
そ
の
他
の
国
家
的
に
重
要
な
研
究
開
発
に
つ
い
て
評
価

を
行
う
こ
と
。

四

第
一
号
に
規
定
す
る
基
本
的
な
政
策
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
規
定
す
る
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

２

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
特
命
担
当
大
臣
で
第
四
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る
も
の
（
以
下
「
科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣
」
と
い
う

）
は
、
そ
の
掌

。

理
す
る
事
務
に
係
る
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
本
的
な
政
策
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
重
要
事

項
に
つ
い
て
、
会
議
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
諮
問
に
応
じ
て
会
議
が
行
う
答
申
は
、
科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣
に
対
し
行
う
も
の
と
し
、

科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
。

４

会
議
は
、
科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣
が
掌
理
す
る
事
務
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
本
的

な
政
策
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣
に
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
組
織
）

第
二
十
七
条

会
議
は
、
議
長
及
び
議
員
十
四
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
議
長
）

第
二
十
八
条

議
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

議
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

３

議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
内
閣
官
房
長
官
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

４

科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣
が
、
内
閣
官
房
長
官
に
代
わ
っ
て
、
議
長
の
職
務
を

代
理
す
る
。

（
議
員
）

第
二
十
九
条

議
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

一

内
閣
官
房
長
官

二

科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣

三

各
省
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者

四

法
律
で
国
務
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
委
員
会
の
長
及
び
庁
の
長
の

う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者

五

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
関
係
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣

が
指
定
す
る
者

六

科
学
又
は
技
術
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る

者

２

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
十
七
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
議
員
で
あ
る
国
務
大
臣
以
外
の
国
務
大
臣
を
、
議
案
を
限
っ
て
、

議
員
と
し
て
、
臨
時
に
会
議
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
の
数
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
議
員
の
総
数
の
十
分
の
五
未
満
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
四
人
以
内

は
、
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
員
の
任
命
）

第
三
十
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

両
議
院
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
国

会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
内
閣
総

理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
掲
げ
る
議
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
で
両
議
院
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
直
ち
に
そ

の
議
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
議
員
の
任
期
）

第
三
十
一
条

第
二
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠

の
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

前
項
の
議
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
員
の
罷
免
）



第
三
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め

職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
場
合
又
は
同
号
に
掲
げ
る
議
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
議

員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
罷

免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
員
の
服
務
）

第
三
十
三
条

第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
議
員

、

。

。）

に
あ
っ
て
は
一
般
職
の
国
家
公
務
員
で
あ
る
も
の
を
除
く
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す

る
。

２

第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団

体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
積
極
的
に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
で
常
勤
の
も
の
は
、
在
任
中
、
内
閣
総
理

、

、

、

大
臣
の
許
可
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か

報
酬
を
得
て
他
の
職
務
に
従
事
し

又
は
営
利
事
業
を
営
み

そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
議
員
の
給
与
）

第
三
十
四
条

第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め

る
。

（
資
料
提
出
の
要
求
等
）

第
三
十
五
条

会
議
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政

機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

会
議
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定

す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
審
議
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
に
対
し
て
も
、
必
要

な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
六
条

第
二
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
議

員
そ
の
他
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
則

第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
第
二
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
の
任

期
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
議
員
の
総
数
の
半
数
（
当
該
議
員
の
総
数
が
奇
数
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
数
に
生

じ
た
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
）
に
つ
い
て
は
、
一
年
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
七
条

第
二
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
議
員
を
任
命
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
法
律

の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



総
合
科
学
技
術
会
議
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）

内
閣
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

（
専
門
委
員
）

第
一
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
総
合
科
学
技
術

会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う

）
の
意
見
を
聴
い
て
、
会
議
に
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

。

２

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が

任
命
す
る
。

３

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解

任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

専
門
委
員
は
非
常
勤
と
す
る
。

（
専
門
調
査
会
）

第
二
条

会
議
は
、
そ
の
議
決
に
よ
り
、
専
門
調
査
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

、

、

。

、

、

２

専
門
調
査
会
に
属
す
べ
き
者
は

専
門
委
員
の
う
ち
か
ら

議
長
が
指
名
す
る

た
だ
し

議
長
は

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
専
門
調
査
会
に
属
す
べ
き
者
と
し
て
議
員
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

専
門
調
査
会
は
、
そ
の
設
置
に
係
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
廃
止
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
庶
務
）

第
三
条

会
議
の
庶
務
は
、
内
閣
府
本
府
に
置
か
れ
る
政
策
統
括
官
が
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

、

、

第
四
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
議
事
の
手
続
そ
の
他
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は

議
長
が
会
議
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は

内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号

の
施
行
の
日

平

、

（

）

（

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



- 1 0 -

総合科学技術会議運営規則

(平成１３年１月１８日 第１回総合科学技術会議)

改正 平成１３年２月１５日 第２回総合科学技術会議

（会議の運営）

第１条 総合科学技術会議（以下「会議」という ）の議事の手続その他会議の運営に関。

しては、法令に定めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。

（開催）

第２条 会議は、原則として月 回開催するほか、議長が必要と認める場合には、随時1
開催することができる。

２ 会議は、議長が招集する。

３ 議長は、会議を招集すべき日時が決まり次第、議長が適当と認める方法により、遅

滞なく、公表する。

（議員の欠席）

第３条 会議を欠席する議員は、代理人を会議に出席させ、又は他の議員に議決権の行

使を委任することはできない。ただし、国務大臣である議員が欠席する場合は、議長

の了解を得て、副大臣又は副長官を代理人として出席させることができる。この場合

にあっては、当該副大臣又は副長官に議決権を行使させることはできない。

２ 会議を欠席する議員は、議長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面に

より意見を提出することができる。

（議事）

第４条 会議は、議長が出席し、かつ、議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、

議決することはできない。

２ 議事を決するに当たり、議長は出席議員全員の同意を得るよう努めなければならな

い。

３ 前項の規定にかかわらず、全員の同意を得られない場合には、議長が会議の議論を

踏まえた上で、議事を決する。

（緊急時の特例）

第５条 議長は、会議を招集した場合において、議員の過半数が出席することが困難で

あり、かつ、緊急に会議の審議及び議決を経ることが、会議の目的達成のために必要

と認めるときには、前条第 項の規定にかかわらず、会議を招集し、会議は審議及び1
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議決を行うことができる。

２ 前項の規定により審議及び議決された事項については、議長が次に開かれる会議に

おいて、当該審議及び議決を報告するものとする。

（審議の内容等の公表）

第６条 議長又は科学技術政策担当大臣（科学技術政策担当大臣が置かれていない場合

にあっては内閣官房長官）は、会議の終了後、遅滞なく、当該会議における審議の内

容等を、適当と認める方法により、公表する。

（議事要旨）

第７条 議長又は科学技術政策担当大臣（科学技術政策担当大臣が置かれていない場合

にあっては内閣官房長官）は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成

し、これを公表する。

（議事録）

、 、 、 、第８条 議長は 会議の終了後 一定期間を経過した後に 当該会議の議事録を作成し

会議に諮った上で、これを公表する。

２ 前項にかかわらず、議事録の公表が、我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがあ

る場合は、議長が会議の決定を経て非公表とすることができる。

（専門調査会）

第９条 会議の議決により、専門調査会を置く場合は、専門調査会に会長を置き、議長

の指名する者がこれに当たる。

２ 専門調査会の議事の手続その他専門調査会の運営に関し必要な事項は、専門調査会

が定めることとする。

（雑則）

第１０条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が定める。


